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【第２９報】新型コロナウィルス感染症に対する対応について（通知） 

 

去る８月１日発出の「沖縄県緊急共同メッセージ」を受け、８月１５日までの部活動等の休止

について通知したところですが（第２８報）、依然として感染の急拡大に歯止めがかからない状

況が続いております。 

つきましては、８月１６日（月）から８月３１日（火）までの期間の部活動等及び学校施設の

利用を下記のとおりとしますので、各学校での対応及び貴所属職員への周知をよろしくお願いし

ます。 
 

※本通知は８月３１日（火）までの期間についてのものです。 

 

記 

 

１ 部活動等（スポーツ少年団含む）について ※県が緊急事態宣言を発令している期間 

（１） ８月１６日（月）～８月３１日（火）までの期間は、活動を休止する。 

ただし、８月３１日（火）までの間に九州・全国大会に派遣されるチーム及び個人の練習

については、学校長の許可の下、２時間以内・必要最小限の人数で行うことができる。 

（２） 九州・全国の予選を兼ねる県大会及びコンクール等に限り、大会２週間前から練習するこ 

とができる。その際は、学校長の許可の下、２時間以内・必要最小限の人数で行うことが

できる。 

（３） 上記（１）（２）において練習が許可された場合、２学期が再開している学校については

平日９０分以内、土日休日は２時間以内の活動とし、練習試合や合同練習、早朝練習は行

わない。 

 

２ 学校施設（体育館等）の利用について ※県が緊急事態宣言を発令している期間 

（１） ８月１６日（月）～８月３１日（火）までの期間は、利用を休止する。 
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